
別添２ 

薬物乱用防止啓発ポスターの選考要領 

 

１ 主  旨 

若年層における薬物乱用防止の普及啓発を図るため、県内の児童生徒から薬

物乱用防止啓発ポスターの作品を募集し、優秀作品を選考するために必要な事

項を定める。 

 

２ 選考方法等 

（１）選考基準は、薬物乱用防止啓発にふさわしい作品とし、次のとおりとする。 

 

ア メッセージ性がある。 

イ インパクトがある。 

ウ 親近感がもてる。 

エ 科学的根拠が明らかで、正確な情報に基づくものである。 

オ 必要以上に薬物乱用の恐怖を煽るものでない。 

カ 薬物に悩む方々への配慮がなされていること。（差別や偏見につながる表
現でないこと。） 

 

（２）選考方法は、第一次選考を各保健所等で実施し、第二次選考を⑶に定める選考
委員会において選考する。 

各保健所等が、第二次選考へ推薦できる作品数は別表に基づき決定するも

のとする。 

 

（３）次の委員で構成する選考委員会を置き、一般社団法人埼玉県薬剤師会会長を委
員長とする。委員長が出席できない場合には、委員長が指名する者が、その職務
を代行する。 

また、委員が出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。 

 

委員長 一般社団法人埼玉県薬剤師会 会長 

委 員 一般社団法人埼玉県薬剤師会 副会長 

委 員 一般社団法人埼玉県薬剤師会 学校薬剤師委員会 委員長 

委 員 埼玉県保健医療部薬務課長 

委 員 埼玉県教育局県立学校部保健体育課長 

委 員 埼玉県保健所長会会長 
委 員 さいたま市保健衛生局保健部生活衛生課長 

委 員 さいたま市教育委員会健康教育課長 

委 員 埼玉県私立中学高等学校協会事務局長 

委 員 埼玉新聞社クロスメディア局長 

 

（４）選考委員会の庶務は、一般社団法人埼玉県薬剤師会とする。 

 

３ 表  彰 

（１）次に定める賞の受賞者には、原則埼玉県薬剤師会学術大会において別記様式１
より表彰を行うものとする。 
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入賞区分 小学生の部 中学生の部 高校生の部 

最 優 秀 賞  １点 １点 １点 

優 秀 賞 ３点 ３点 １点～２点 

 
（２）次に定める賞の受賞者には、別記様式２により表彰を行うものとする。 

 
埼玉県薬剤師会長賞 数十点 

（各保健所等から推薦された作品で、最優秀賞、優秀賞以外の作品） 

 

（３）選考委員会は、特に必要があると認めるときは、選考委員会で協議し、⑴、⑵
で定める以外の賞を定め、選考することができる。 

附  則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年１０月１５日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附  則 
この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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（別表） 

各保健所等が、第二次選考へ推薦できる作品数は、各保健所等に応募があった作品
数に応じて、小学生の部、中学生の部、高校生の部、それぞれで下記のとおりとする。 

 

＜小学生の部・中学生の部＞ ＜高校生の部＞ 

応募数 推薦作品数 

１～２０点 １点 

２１～４０点 ２点 

４１～６０点 ３点 

６１～８０点 ４点 

８１～１００点 ５点 

１０１～１５０点 ６点 

１５１～２００点 ７点 

２０１～２５０点 ８点 

２５１～３００点 ９点 

３０１～３５０点 １０点 

３５１～４００点 １１点 

４０１～４５０点 １２点 

４５１～５００点 １３点 

５０１点～ １４点 

応募数 推薦作品数 

１～５点 １点 

６～１０点 ２点 

１１～１５点 ３点 

１６～２０点 ４点 

２１～２５点 ５点 

２６～３０点 ６点 

３１～４０点 ７点 

４１～５０点 ８点 

５１～６０点 ９点 

６１～７０点 １０点 

７１～８０点 １１点 

８１～９０点 １２点 

９１～１００点 １３点 

１０１点～ １４点 



別記様式１（最優秀賞・優秀賞）
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別記様式２（埼玉県薬剤師会長賞）

賞 状

埼 玉 県 薬 剤 師 会 長 賞

○ ○ ○ ○ 立 ○ ○ ○ ○ 学 校

○ ○ ○ ○ 様

あ な た は 令 和 ○ 年 度

薬 物 乱 用 防 止 啓 発 ポ ス タ ー

コ ン ク ー ル に お い て 頭 書 の

成 績 を 収 め ら れ ま し た の で

こ れ を 賞 し ま す

令  和  ○ 年  ○  月  ○  日

一 般 社 団 法 人 埼 玉 県 薬 剤 師 会

印

第 ○ 学 年

会 長 氏 名


	【別添2】R8選考要領
	別記様式
	スライド 1
	スライド 2


